


序　　　文

島根県は、「在日韓国・朝鮮人」の方々が県内で生活している実態と、その中での問題点を

把握するため、１９９１年と１９９６年の２回「在日韓国・朝鮮人実態調査」を実施しました。

第１回調査当時、県内の外国人登録者数は２０００名余りで、その中で「韓国・朝鮮籍」の割

合が６割を越えており、県の在住外国人施策のほとんどが「在日韓国・朝鮮人」を対象とした

ものでした。

現在、県内の在住外国人数は急増し、外国人登録者数も５，０００名を越えていますが、「韓

国・朝鮮籍」の数はわずかずつ減少し、全体の２割程度となっています。

島根県は１９８９年に韓国・慶尚北道と姉妹提携を結び、現在まで官民を問わず活発に交流が

行われていますが、「在日韓国・朝鮮人」の多くが、慶尚北道、慶尚南道の出身者であること

を考えると、本県にとってその意味は重く、歴史を見つめ直し、「在日韓国・朝鮮人」を取り

巻く諸課題を把握し、その解決を図って行くことが必要です。

このため、過去２回に引き続きアンケート調査を行い、「在日韓国・朝鮮人」の実態を紹介

し、多数の文化が共に生きる住み良い地域社会いわゆる「多文化共生社会」の実現に向け、こ

のパンフレットを作成しました。

この調査により、日本の社会情勢が変化する中、「在日韓国・朝鮮人」の中で、日本への帰

化や同化が進む一方で、民族の文化を守って行こうとする意識を強く持っている人も少なくな

いことがわかります。

なお、この報告書の作成にあたって、島根大学名

誉教授内藤正中氏の御指導を受け、調査については、

在日本大韓民国民団島根県地方本部及び在日本朝鮮

人総聯合会島根県本部の御協力をいただきましたこ

とに感謝申し上げます。

また、このパンフレットにふさわしいイラストを

御提供いただきました宋貴美子さんにもお礼を申し

上げます。

２００２年３月

島根県総務部長 大　西　　秀　人　
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このパンフレットでは、日本に在住する「韓国

籍」「朝鮮籍」の人たちを総称して「在日韓国・朝

鮮人」と呼び、地理的・歴史的名称としては、「朝

鮮」「朝鮮半島」「朝鮮人」を使うことにします。

在日韓国・朝鮮人が日本に住むようになったの

は、戦前における日本の植民地政策と戦時下での

国家総動員体制と深い関わりがあります。

明治期の日本は、国内での貧しさを解決するた

め、さらには新たな市場や活動の場を求めて朝鮮

半島への進出を図り、１９１０（明治４３）年には韓

国を併合して日本の植民地にしました。

すでに併合の前年には、約１３万人の日本人が

朝鮮に進出しており、そのうち島根県人も２，６５３

人を数えています。そして在朝日本人は増加をつ

づけ、１９３０（昭和５）年には５０万人をこえ、島

根県人も約１万人になります。

朝鮮に進出した日本人によって朝鮮人は押し出

されるように離農離村を余儀なくされました。朝

鮮半島南部の人たちは、出稼ぎ先として日本内地

に渡航するようになり、１９３０年代には全国で５０

万人、島根県下でも３，０００人前後が就労するよう

になりました。

日本にやってきた朝鮮人は、植民地出身の労働

者として内地労働力市場の最底辺に組み入れられ

ました。全国的にも島根県において土木建築の現

場に多くの人が就労しました。山陰線をはじめと

する鉄道建設や災害復旧、ダム建設などです。

しかし１９３０年代になると、出稼ぎ型が山村で

の定住型に変ります。木材・木炭生産の増加が背

景にあります。それとともに結婚して世帯をもつ

者が増加してきました。
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なぜ、在日韓国・朝鮮人が住んでいるのか�なぜ、在日韓国・朝鮮人が住んでいるのか�

≪韓国併合≫

日本は１９０４年、５年、７年と３次にわた

る日韓協約を強要して、韓国から外交権を奪

って保護国とし、漢城（ソウル）に統監府を

置いて内政全般を掌握し、日本政府の意に従

わない皇帝を退位させ、軍隊も解散させまし

た。これに反対する抗日運動を武力で鎮圧し、

１９１０年「韓国併合に関する条約」を結んで、

朝鮮を植民地にしました。

ここに、朝鮮は日本領土の一部とされ、朝

鮮総督府のもとに太平洋戦争終結まで３６年

間にわたって日本の支配下におかれました。
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戦時体制下になりますと、朝鮮人の内地移住政

策が強化され、いわゆる強制連行というかたちで、

青年男子だけでなく、女子も「挺身隊」として徴

用され、従軍慰安婦にされたりもしました。

１９３８（昭和１３）年には国家総動員法が、翌年

には国民徴用令が公布され、戦争による内地での

労働力不足を補うために、「集団募集」「官斡旋」

「徴用」によって７２万人以上の朝鮮人が強制連行

され、軍需工場、鉱山、土木工事に就労させられ

ました。

－島根県内の状況－

・島根県下では、簸川郡の鰐渕鉱山、仁多郡の新

北原発電所、美濃郡の澄川発電所に就労させら

れたほか、安来の日立工場にも「半島訓練工」

として配属されました。

・美濃郡の都茂鉱山には、朝鮮から郡単位で連行

された８０名と、各地から徴用した９６名の名簿

が発見公開されています。

・この時期には２万人以上の朝鮮人が県下全域に在

住して、農林業、製炭業、土建業などで、戦時下

の労働力不足を補うかたちで生活していました。

１９４５（昭和２０）年８月１５日に戦争が終結、朝

鮮は日本の植民地支配から解放されたことにより、

１５０万人の朝鮮人が祖国に帰って行きました。

しかし、朝鮮での生活が困難な様子や、軍政下

での政情不安が伝えられ、さらに帰国時の持ち帰

り通貨が１，０００円までに限られ、手荷物も制限さ

れていたことなどから、帰国をあきらめて日本に

とどまることにした人が６０万人近くいました。

彼らと、その２世、３世以降が、現在の在日韓

国・朝鮮人になります。

帰国しないで日本にとどまった朝鮮人は、占領

軍によって「いまだ日本国籍を有する」とされ、

その一方では「外国人とみなす」といわれて外国

人登録令が適用されるなど、その立場は不明確な

ものでした。

このため在日朝鮮人は、外国人とみなされるこ

とによって、日本国民としての権利は保障されず、

日本国籍をもつということで、外国人としての利

益も受けられなかったのです。

１９４８（昭和２３）年に文部省は、朝鮮人の子ど

もたちは日本の学校に就学させる通達を出しまし

≪強制連行≫

日中戦争が全面的に拡大するにつれて、日

本は内地で労働力不足をきたし、１９３８年に

制定された国家総動員法に基づく労働力移入

政策によって、朝鮮から労働者あるいは軍事

要員として強制的に日本に駆り出されました。

その結果、炭坑、鉱山、土木建築の現場や工

場、軍人軍属などに、確認されているだけで

も７０万人を超える朝鮮人が連行され強制労働

を強いられました。

【戦時体制下の時期】 【終戦から戦後の時期】
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た。同時に朝鮮学校は都道府県の認可を受けるこ

ととしました。次いで翌年には朝鮮学校に対して

閉鎖が命じられます。

１９５２（昭和２７）年のサンフランシスコ講和条

約発効を機に、旧植民地出身者は法務省民事局長

の通達で「日本国籍」を喪失することになります。

正式に外国人になって、出入国管理令と外国人登

録法のもと管理されることになりましたが、戦前

から日本にいたのですから、パスポートはありま

せんし、入国ビザもない「外国人」になりました。

そこで日本政府は、「別に定める法律」ができる

までの間は「在留資格がないままで日本に在留で

きる」と定めましたが、その法律で在留資格がど

のように決められるかわからない不安定な立場に

おかれることになりました。

－島根県内の状況－

・終戦当時、島根県内には約４万人の朝鮮人がい

たと言われ、終戦直後の時期に約３万人以上が

帰国、１９４９（昭和２４）年には６，０４６人が在住

し、１９５５（昭和３０）年までの間は６，０００人前

後で推移します。

・朝鮮学校は、１９４６（昭和２１）年に浜田市蛭子

町天満宮拝殿を教室にして、３０名の朝鮮人を

対象にして朝鮮語と朝鮮歴史を朝鮮青年同盟の

役員が教えたのがはじまりで、１９４９（昭和２４）

年には出雲、浜田、江津、益田、柿木の５校に

閉鎖通告が出されました。松江や安来の学校は

前年に解散しています。

・１９４９年１月、密貿易のヤミ物資摘発をめぐり

警察に抗議して、２００人の朝鮮人が益田町警察

署をとり囲み、武装警官と衝突する「益田事件」

が発生しました。騒擾罪が適用され、アメリカ

軍政部が関わった重大事件で、占領軍の朝鮮人

対策に重要な影響を与えることになります。

１９６５（昭和４０）年、日本と韓国との国交が正常

化されたことにより、韓国籍の人は「協定永住」の

資格が与えられ、国民健康保険への適用が認められ

ました。１年以上滞在するすべての外国人が国保も

加入できるようになるのは１９８６年からです。

次いで１９７９（昭和５４）年の国際人権規約、

１９８１年の難民条約の批准によって、協定永住以

外の在日韓国・朝鮮人に対して「特例永住（一

≪第三国人≫

朝鮮人など旧植民地出身者を「第三国人」

と呼んだのも、この頃のことです。第三国と

は、戦争に勝利した連合国でもなく、その敵

国であった日本でもないということから、朝

鮮などへの呼称となったものですが、日本と

の関係でいえば、朝鮮は第三国とするわけに

はいきません。しかし「解放人民」とされた

朝鮮人に対して、敗戦で打ちひしがれた日本

人が、羨望と蔑視が入りまじった差別語とし

て「第三国人」と呼んだようです。

【共生へのステップ－処遇改善の歩み】
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般永住）」が与えられます。１９９１（平成３）年の

法的地位協定の改定でもって、すべての在日韓

国・朝鮮人が「特別永住」の資格をもつことに

なり、在留資格はそれなりに安定することにな

りました。

また、１９９２年からは指紋押捺制度が廃止され、

代って署名と家族登録制が導入されました。しか

し外国人登録証明書の常時携帯と提示の義務づけ

は残されました。

国民年金については、１９８２（昭和５７）年に

国籍要件がなくなりましたが、その時点で３５才

以上の人たちは、２５年という納入期間が不足す

るという理由で加入が認められませんでした。こ

のため全国の市町村では、それぞれ独自の給付が

行われています。

－島根県内の状況－

・島根県内の韓国・朝鮮人は、１９５０年代は５，０００～

６，０００人でしたが、１９６０年には４，００７人、１９６５年

には１，９８４人と激減し、１９８０年代からは１，３００人

台で推移します。１９５５年から１９６０年までの減少率

３０．０％、１９６０年から１９６５年までの減少率５１．３％

で、ともに全国第一位でした。この時期は中国山地

で製炭業がゆきづまり、地域の過疎化が言われた時

で、島根県の人口減少率も７．４％減と全国一でした。

・県全体での減少のなかでも、特に郡部町村在住

者が大きく減少し、県内に残った人たちは都市

部に集まる傾向が顕著になりました。

・１９６５（昭和４０）年頃では７０％以上の人たち

が無職であることに、在日韓国・朝鮮人のきび

しさがみられます。仕事では、農林業、建設業、

古物販売などが主なものでしたが、１９７５（昭

和５０）年以降では、管理職、事務職、販売業、

サービス業に変っていきます。

・１９５９（昭和３４）年から在日朝鮮人の帰国がは

じまります。県内からの帰国者は、１９６６（昭

和４１）年までで２０９世帯、９２０人でした。

１９４７（昭和２２）年の外国人登録令施行にあた

り、当分の間外国人とみなすとされた在日韓国・

朝鮮人は、すべて「朝鮮」籍が与えられました。

１９４８年に大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国が

建国しますが、１９５０年に朝鮮戦争が勃発して南

北が対立するなかで、連合国総司令部は「朝鮮」

から「韓国」への国籍書きかえを指示し、本人の

申し出により「朝鮮なる用語に変え韓国と記載」

されることになりました。次いで１９６５（昭和４０）

年の日韓条約の締結で、日本政府は「朝鮮」は符

在日韓国・朝鮮人の国籍�在日韓国・朝鮮人の国籍�

戻 る �戻 る � 次 へ �次 へ � 目次へ�目次へ�


